
様式第 9 7 号 c:悶塁烹謬゜条）

処 分 通 知 書

令和 4 年 1 2 月 1 9 日

殿

水戸地方検察庁

検察官検事

匠言詞
神谷雄一郎：ご肩罪予

[;l;：：立言
貴殿から令和 4 年 9 月 1 7 日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知

します。

記

1 被疑者葉梨康弘、‘‘

2 罪 名 政治資金規正法違反、私文書偽造・同行使

3 事件番号 令和 4 年検第 4 7 1 3 、 4 7 1 4 号

4 処分年月日 令和 4 年 1 2 月 1 9 日

5 処分区分 不起訴




